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0(1原葎)沖縄県消肺共同指令セン

'―
こl渉

:.素稀

① 関係団体哲轄の :19番通報を受l十付l十

② 敏盈車や消防車の手配や医師等の関係苦へ連絡

Z`場所

T904-0202
沖縄県中頭弼墓手m町字屋良 :220番地

比調I:I行欧事務争ユ含  二巧T消腑本部内

3.共同で璽備すうrg′ wト

① 太槻模愛客に強いネw卜η―クの情纂

② 職員の有如配置に伴い、消睛れの強化

③ 賓円の個臣化 (単独整備こ比軟)

4Ⅲ 構成団体

宜野消市`石垣市Ⅲ名讀市、糸溜市Ⅲ豊見環市、うる書市、宮古島市Ⅲ久米島町
「島尻消睛、清掃組合」 (南鷲市 aA重瀬町)ぃ 束部消賄組合 (南風臣町・

与刊

“

F町・西願町)、 中職北中環消睛組合 (中峨村・北中鷲村)ぃ 金試地区消睛

衛生組合 (金武町 。恩鮒 ・宜野座柑)、 日頭地区行膊 務組合 (口頭帖・

太宜味村・束村 )ぃ 比謝‖l行欧事務組合 (罵手m町 。読谷村・北谷町).
仰江村Ⅲ緒窮敬村Ь座間味村も軍口村、湾名酎 Ⅲ南六束村、北六束村、停平屋村

仰是名村、多良間村、竹富町Ⅲ与11回町  (順不同)

構成団体 :Zう団体   情威市町柑 :3●市町村

本島・ 近隣 語 島

大東アj面

先 島方 面

※ 単独て前応する団体
翻『覇市Ⅲ消添市、沖縄市、本部町今儒仁柑消賄観合「本部町 。今儒仁村」



(傾称)沖縄県消睛共同指令センケー名称再票専領

(題旨)

驚 :条  この専顔勝、名称及び嚢称 (Ж下、「名符等」という。)を公幕することによιI、

消睛に関する住民の適識の高据こ住民参加の促進を回ることを目的とする。

(応再買格)

第 2粂  廊再買格勝こ漁のこ古ι:こする。

(1)沖縄県に居住寸う苦

(応再記職事項 )

第 3条  廊再の記職事項l渉与漁のとおBにする。

(1)名称等tr31il角1お

(2)名称等の簡単お諷日日 (理由)

(3)氏名こ▼葛lil白1お

住而
電話

性用u
年節 (任遭 )

(応募方法)

第4粂  廊幕の有法l渉Ⅲ漁のとお[にする。

(:)持参 (業務時間向  平日  3時 30分白1ら

'7時
:5分きて)

沖縄県消睛通信指令施設運営協議会 事務局

翻1覇市旭町 ::Z― :8 沖縄県旭町会館 :階

(2)郵溢

〒900・ 0029 沖縄県翻1爾市旭町!!2-18 沖縄県旭町会館 !階
沖縄県i冑睛通信指令施設運営協議会 事務局 企画広報班

(3〕 7,vクス
098-86Z-3234

(4)電子メー『と
okiよowikiOcas+le.ocnine.Jp ※メー『L件名lき 「名穂応幕」とする。

(廊再の制限)

第5祭  廊再の制限l参Ⅲ旅のとおιに する。

(T)名称・嚢樽 :AttZttX向 とする。

(2)名称等l渉、療宇、ひら白Bむ`白,白十及びこれらを組許合わせによι!表記され

た読み書と白1書弓お名稗こする。 (″fbフ ,べ w卜及び記号lき不可。)

(3)配知の固有名宮司晨ぴとれに酷側する名苺について勝、不可とする。

(応募作品の修正 )

第6条  廊事の名稀等勝ぃとの書を採円0うことお1田雌む場合、を呼に応じて修正すること

がでとる。この際Ⅲ臣察の題旨を損なわない範日でこれを行むう。

４

５

０

７

(応募期間 )

第7祭  期間惨、平成2う年8同 :日 (金 )～平成2●坪9同 30日 (文 )



(同知有法)

第3祭  同知有法勝漁のこAι :こする。

(:)ホーbページ

① 沖縄県消肺通信指令施設運営協議会

② 関係団体晨ぴ構成市町柑

(2)広報誌

i脅睛共同指令セン字―共同整備事業会画団体を含お情威市町村零広報諾

(3)との他

(避定方法)

第9条  名稀等lき、応再これた作品を委員会にて各3点区ごきて選定し、沖縄県消賄通信

指令施設運営協議会に語ιI漁定する。

(発表)

第

'0条
書査結果についてIきぃホームページ及び広報請によって行むう。その場合Ⅲ

理賞作品の応再者の氏名Ⅲ住所 (市町柑名きて)を発表しをす。

(延賞等)

第 ::条  名称等の公再にあたって、旅のこ占II懸賞を設l十る。
(T)記念品の種顔・向書零について

① 名付f十綱賞 (名群及び愛葎) 各 :名 商品券 :0,000円 分
② 餌蒼賞 (名縛晨ぴ愛穂)   各 :名 商品券 3,000円 分

(作品の取BItRい )

策 TZ粂  受賞作品の取 [I撮い勝Ⅲ旅のこA[:こする。

(:)受賞作品のすべての書作権l渉も沖縄県消賄通信指令施設運営協議会に儒昌

するものとし、応再苦惨廊再作品に関し`書作苦A構権に基づく権刊行憧惨

行なわないことこしきす。

(2)受賞件品の商標Ⅲ鷲匠の出願登録を沖縄県消睛週倍指令施設遅営協議会白1

行どう場合白二あとI書す。

(3)受賞作品惨、Fn甲J女Ⅲ広告塔事のlぎ [I等の様々な鞣体にかιI`広く値岡と

せていただときす。

(その他)

第 13粂
(1)受賞後Ⅲ受賞作品白iすでに発森とれていうものと同じXlき、額側のもので

あることが宇u日日した場合l参Ⅲ受賞を取ιI消すこと白1あ ιI書す。

(2)賞品}ゝ外の契約秘や刊円料金等に盆鍼的対価を占女払いすることlきあιI参せた。

(3)廊再者の個人情報についてlかぃ本亭素案沌に問わる事項nt外勝値用し春せた。

〔間い合わせ先I

〒900-0029 沖縄県翻1隔市胆町 ::Z― :3 沖縄県旭町会館 :階
沖縄県消睛過佑指令施設運営協議会 事務局  企画広報〕阻
TEL:098-988-3800 FAX:098-86Z-3234
E― mai卜 oklkouikiocas+le,ocnine,Jp




